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平成２５年２月２１日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官

平成２４年(行コ)第１３号 労働委員会救済命令取消請求控訴事件(原審・岡山地方裁

判所平成２３年(行ウ)第２６号)

ロ頭弁論終結日 平成２４年１２月１３日

判 決

控訴人 旭包装株式会社

被控訴人 岡山県

同代表者兼処分行政庁 岡山県労働委員会

被控訴人補助参加人 自治労全国一般岡山地方労働組合旭包装支部

主 文

１ 本件控訴を棄却する。

２ 控訴費用は控訴人の負担とする。

事実及び理由

第１ 控訴の趣旨

１ 原判決を取り消す。

２ 岡山県労働委員会が, 岡委平成２２年 (不) 第４号不当労働行為救済申立事件につ

いて, 平成２３年８月８日付けでした命令の主文第１項ないし第３項を取り消す。

第２ 事案の概要

１ 本件は, 控訴人が, 自治労全国一般岡山地方労働組合(以下「岡山一般」という。)

及びその支部である被控訴人補助参加人(以下単に「補助参加人」といい, 岡山一般

と補助参加人とを併せて「本件組合」という。)の申立てに係る不当労働行為救済申

立事件(岡委平成２２年(不)第４号事件。以下「本件不当労働行為事件」という。)に

おいて, 岡山県労働委員会(被控訴人代表者兼処分行政庁)から, ①控訴人が補助参加

人の代表者であるＸ１(以下「支部長Ｘ１」という。)に対して平成２１年冬季賞与を

支給しなかったこと(以下「本件不支給」という。)が労働組合法７条１号の不当労働

行為に当たる, ②本件組合が申し入れた平成２２年のベースアップ及び賞与に係る団

体交渉(以下「本件団体交渉」という。)における控訴人の対応が同条２号の不当労働

行為に当たるとして, 救済命令(以下「本件救済命令」という。)を受けたため, その

取消しを求める事案である。

原判決は, 控訴人の請求を棄却したところ, 控訴人が, これを不服として, 本件控

訴をした。

２ 前提となる事実並びに争点及び当事者の主張は, 以下のとおり改めるほかは, 原判

決「事実及び理由」中の「第２ 事案の概要」の１及び２(原判決１頁２６行目から

同６頁１８行目まで)に記載のとおりであるから, これを引用する。

⑴ 原判決２頁６行目の「４００名」を「約４００名」に改める。
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⑵ 同４頁１２行目の「平成２３年」の後に, 「９月６日, 本件救済命令の送達を受

け, 同年」を加える。

⑶ 同６頁７行目の「平成２２年賞与」を「平成２２年夏季賞与」と改める。

⑷ 同６頁１７行目から同頁１８行目までを次のとおり改める。

「 これに対し, 本件組合は, 団体交渉の方法や出席者等, 本来当事者同士が話

し合って決めればよいことを意図的にねじ曲げ, 本件組合の要求どおりにしな

ければ法律違反になると断言し, 有利な回答を引き出そうとしたり, 平成２２

年３月１８日に岡山県労働委員会のあっせんを受けて, 「互いに人格と秩序を

尊重し, 円満に問題を解決するよう誠意を持って努力する」ことで合意し, そ

れまで公開していた控訴人を誹謗中傷するブログを削除し, 今後は同書き込み

をしないことを約束したにもかかわらず, 翌１９日のブログで新たに控訴人を

誹謗中傷する書き込みをしたりするなど, 不誠実な交渉態度に終始していた。

このように, 組合側の態度に問題があり, 組合側が合意達成の努力を怠って

いると見られる場合には, 使用者は誠実交渉義務を負わず, 少なくとも同義務

は軽減されるというべきであり, 本件団体交渉における控訴人の対応は, 誠実

交渉義務に反するものではなく, 不当労働行為に当たらない。」

第３ 当裁判所の判断

当裁判所も, 原判決と同様に, 本件不支給は労働組合法７条１号の, 本件団体交渉

における控訴人の対応は同条２号の不当労働行為にそれぞれ該当し, これと同旨の判

断に基づいて発せられた本件救済命令を違法ということはできないと判断する。 そ

の理由は, 以下のとおり改めるほかは, 原判決「事実及び理由」中の「第３ 当裁判

所の判断」の１及び２(原判決６頁２０行目から同１６頁８行目まで)に記載のとおり

であるから, これを引用する。

１ 原判決８頁１１行目の「４９, 」の後に「５５, 」を加える。

２ 同８頁１６行目から同頁１７行目の「上司が繁忙期であるから残ることのできる社

員で残業しようと提案したのに対し, 」を「上司から, 繁忙期であるから残ることの

できる社員で残業しようと提案されたのに対し, 」に改める。

３ 同９頁３行目の「平成２１年７月２６日, 」の後に「岡山一般(青年女性部)のブロ

グに, 」を加える。

４ 同９頁８行目の「などコメントをブログに掲載した。」を次のとおり改める。

「, 『この件は, 本部のブログ「おかやまいっばんブログ」の「品格のない会社役員」

もご覧下さい。』 (なお, これは後記オの同タイトルのコメントを指す。)などの

コメントを掲載した。

支部長Ｘ１は, 同年１１月２６日及び同月３０日に, 控訴人から, 上記コメント

を削除するよう要求を受けたが, 少なくとも同年１２月５日の時点では, 上記コメ

ントを削除していなかった。」

５ 同９頁１０行目から同頁１１行目の「ある。」を「あった。」に改める。

６ 同９頁２６行目の「２８万２１６０円」を「３２万４５００円」に, 「２２万１３

１５円」を「２６万円」に, それぞれ改める。

７ 同１１頁７行目の「認めることができず, 」の後に「前記⑴ウ(ｳ)の岡山一般(青年
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女性部)の」を加える。

８ 同１１頁８行目の「とどまる」の後に「(なお, 控訴人は, 前記⑴オの岡山一般の

ブログにおけるコメントについても, 支部長Ｘ１が関与したことを前提に, 本件不支

給の根拠として主張しているが, 同コメントが支部長Ｘ１が関与して掲載されたと認

めるに足りる証拠はない。 ) 」を加える。

９ 同１１頁１４行目の「そうすると, 」を「さらに, 控訴人は, 支部長Ｘ１に対し,

上記の各問題を理由とする懲戒処分等を行っていないこと, 上記問題を除く支部長Ｘ

１の本件査定期間中における勤務態度等が, ３２万４５００円の支給があった平成２

１年夏期賞与の査定期間における勤務態度と比較して極端に悪化したことをうかがう

に足りる証拠はないことを併せ考慮すると, 」に改める。

10 同１１頁２０行目の「第１回団体交渉」の前に「平成２０年１２月の」を加える。

11 同１１頁２１行目の「あっせんの不調」の前に「平成２１年５月の」を, 「第２回

団体交渉」の前に「同年７月の」を, それぞれ加える。

12 同１１頁２２行目の「組合員による原告を批判するコメントのブログへの掲載」を

「控訴人やＺ１を批判するコメントが岡山一般のブログに掲載されたこと」に改める。

13 同１２頁１４行目から同頁１９行目までを次のとおり改める。

「⑶ なお, 控訴人は, 控訴人に不当労働意思がないことについては, 別訴判決にお

いて判断がされ, 確定しており, これに反する本件救済命令の判断は不当である

旨主張するが, 別訴判決の判断は, 当裁判所の前記判断を拘束あるいは左右する

ものではないから, 控訴人のこの主張は採用できない。」

14 同１４頁１１行目の「給与を支給した。」を「給与の支給を決定した(実際の支給

日は同月３０日)。」に改め, 「支部長Ｘ１及びＸ２」の後に「(いずれも正社員)」

を加える。

15 同１４頁１２行目の「Ｘ３」の後に「(正社員)」を加える。

16 同１４頁１２行目から同頁１３行目の「パート従業員のＸ４」を「補助参加人副支

部長のＸ４(パート)」に改める。

l7 同１４頁１３行目の「(乙３６, ４６, ４７)」を「(甲１, 乙１２, ３６, ４６,

４７)」に改める。

l8 同１４頁２４行目から同頁２５行目の「金額の交渉に応じることなく, 」を「金額

を回答することなく, 」に改める。

19 同１５頁２６行目から同１６頁６行目までを次のとおり改める。

「 これに対し, 控訴人は, 本件組合は, ①本件団体交渉において, 団体交渉の方法

や出席者等, 本来当事者同士が話し合って決めればよいことを意図的にねじ曲げ, 本

件組合の要求どおりにしなければ法律違反になると断言し, 有利な回答を引き出そう

としたり, ②３月１８日に岡山県労働委員会のあっせんを受けて, 『互いに人格と秩

序を尊重し, 円満に問題を解決するよう誠意を持って努力する』ことで合意し, それ

まで公開していた控訴人を誹謗中傷するブログを削除し, 今後は同書き込みをしない

ことを約束したにもかかわらず, 翌１９日のブログで新たに控訴人を誹謗中傷する書

き込みをしたりするなど, 不誠実な交渉態度に終始しており, このように, 組合側の

態度に問題があり, 組合側が合意達成の努力を怠っていると見られる場合には, 使用
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者は誠実交渉義務を負わず, 少なくとも同義務は軽減されるというべきであり, 本件

団体交渉における控訴人の対応は, 誠実交渉義務に反するものではなく, 不当労働行

為に当たらないと主張する。

しかし, ①については, 本件団体交渉において, 交渉の方法や出席者等について控

訴人と本件組合との間に主張の対立があったことは認められるが, 一方の主張が正し

く, 他方が誤りであるとはいえず, したがって, 本件組合が自己の主張を変えなかっ

たことをもって, 不誠実な交渉態度と評価することはできない。

②については, 証拠(甲１, 乙２０, ７３)及び弁論の全趣旨によれば, 補助参加人

は, ２月９日, 岡山県労働委員会に対し, 団体交渉の促進, 不当労働行為(不誠実団

交)の是正, 正常な労使関係の構築を調整事項として, 労働争議のあっせんの申請を

行い, ３月１８日に岡山県労働委員会から提示された, 『両当事者は, 労使対等の立

場に立って, 互いの人格と秩序を尊重し, 円満に問題を解決するよう, 双方で合意し

た団交ルールに基づいて誠実に団体交渉を行うものとし, 団体交渉中の交渉内容につ

いては外部に公表しない。』ことなどを内容とするあっせん案を, 控訴人とともに受

け入れたが, 翌１９日, 岡山一般のブログに,『労働争議をあおり, 火種をつくる(社

会保険)労務士が岡山でも存在する。』などと, Ｚ１を批判するコメントを掲載した

ことが認められ, これは上記あっせんに基づく控訴人との合意に違反したものと認め

られる。 しかし, 上記コメントは, 控訴人から岡山県労働委員会に抗議の連絡があ

り, 同委員会から補助参加人あるいは岡山一般に削除の依頼があったためではあるが

, ほどなく削除されたことに照らすと, この点をもって, 控訴人が補助参加人に対す

る誠実交渉義務を免れ, あるいは同義務が軽減されるとは認められない。

その他, 控訴人が問題とする, 本件団体交渉における本件組合の交渉態度を考慮し

ても, 控訴人の本件団体交渉における対応が誠実交渉義務を果たしたと評価すること

はできない。 」

第４ 結論

以上によれば, 原判決は相当であるから, 本件控訴を棄却することとし, 主文のと

おり判決する。

広島高等裁判所岡山支部


